

このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。



	
	[image: 法務省]

			
					[image: ]アクセス
	[image: ]サイトマップ
	[image: ]相談窓口
	[image: ]きっずるーむ
	●本文へ
	●ENGLISH
	
	文字の大きさ標準
					拡大
	
	[image: ]色変更・音声読み上げ・
ルビ振り
	
	[image: X]
	[image: Youtube]


			

			

				会見・報道・お知らせ
					
						大臣会見等
	プレスリリース
	フォトニュース
	法務省ソーシャルメディア公式アカウント
	政府調達情報
	主な法務省主催イベント
	見学案内
	ほうむSHOW編集局
	その他のお知らせ


					

				
	法務省の概要
					
						大臣・副大臣・政務官
	法務省幹部一覧
	組織案内
	所管法令
	国会提出法案など
	法務省の沿革


					

				
	試験・資格・採用
					
						司法試験
	資格試験
	採用試験
	その他の採用情報


					

				
	政策・審議会等
					
						省議・審議会等
	司法制度改革の推進
	国民の基本的な権利の実現
	刑事政策
	出入国在留管理
	国を当事者とする訴訟などの統一的・一元的処理
	第１４回国際連合犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）
	政策評価等
	パブリックコメント
	新型コロナウイルス感染症関連情報
	その他の政策・施策


					

				
	申請・手続・相談窓口
					
						情報公開・公文書管理
	個人情報保護
	行政手続の案内
	法令適用事前確認手続
	オンライン申請
	相談窓口
	法務省の災害用備蓄食品の有効活用について
	法務省後援等名義の使用承認申請について


					

				
	白書・統計・資料
					
						白書・統計
	予算・決算
	パンフレット・リーフレット・ポスター
	法務省だよりあかれんが
	法務図書館蔵書検索
	法令外国語訳データベース
	きっずるーむ
	法務資料
	赤れんが棟・法務史料展示室


					

				



			



			

			

			 [image: 検索]


				
				
				
				
			
	
				会見・報道・お知らせ
						会見・報道・お知らせトップへ
	大臣会見等
	プレスリリース
	フォトニュース
	法務省ソーシャルメディア公式アカウント
	政府調達情報
	主な法務省主催イベント
	見学案内
	ほうむSHOW編集局
	その他のお知らせ


				
	法務省の概要
						法務省の概要トップへ
	大臣・副大臣・政務官
	法務省幹部一覧
	組織案内
	所管法令
	国会提出法案など
	法務省の沿革


				
	試験・資格・採用
						試験・資格・採用トップへ
	司法試験
	資格試験
	採用試験
	その他の採用情報


				
	政策・審議会等
						政策・審議会等トップへ
	省議・審議会等
	司法制度改革の推進
	国民の基本的な権利の実現
	刑事政策
	出入国在留管理
	国を当事者とする訴訟などの統一的・一元的処理
	第１４回国際連合犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）
	政策評価等
	パブリックコメント
	新型コロナウイルス感染症関連情報
	その他の政策・施策


				
	申請・手続・相談窓口
						申請・手続・相談窓口トップへ
	情報公開・公文書管理
	個人情報保護
	行政手続の案内
	法令適用事前確認手続
	オンライン申請
	相談窓口
	法務省の災害用備蓄食品の有効活用について
	法務省後援等名義の使用承認申請について


				
	白書・統計・資料
						白書・統計・資料トップへ
	白書・統計
	予算・決算
	パンフレット・リーフレット・ポスター
	法務省だよりあかれんが
	法務図書館蔵書検索
	法令外国語訳データベース
	きっずるーむ
	法務資料
	赤れんが棟・法務史料展示室


				




				[image: ]アクセス
	[image: ]サイトマップ
	[image: ]相談窓口
	[image: ]きっずるーむ



				[image: X]法務省公式X
	[image: Youtube]You Tube法務省チャンネル



				●ENGLISH
	[image: 色変更・音声読み上げ・ルビ振り]色変更・音声読み上げ・ルビ振り



			


		

		


	






[image: 検索]




					検索


					
					

					


				×閉じる

					




				
				トップページ
			 > 
			
				政策・審議会等
			 > 
			
				国民の基本的な権利の実現
			 > 
			
				法律サービス関連
			 > 
債権回収会社（サービサー）制度　－債権管理回収業に関する特別措置法－


	
		債権回収会社（サービサー）制度　－債権管理回収業に関する特別措置法－


		
			[bookmark: 00]　　目次



１　はじめに 

２　立法趣旨 

３　法の仕組み

４　法の概要

５　施行令の概要

６　施行規則の概要

７　債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

８　債権回収会社（サービサー）の業務状況について

９　法令等資料集



◎債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください
		

		[bookmark: 01]１ 　はじめに 

		
			　第１４３回国会において、いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し、平成１０年１０月１６日に公布され、同法の施行期日を定める政令により平成１１年２月１日に施行されました。

　同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており、法務省が業法に基づく監督行政を担うことになりました。

　なお、第１５１回国会において、債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し、平成１３年６月２０日に公布され、同年９月１日に施行されました。
		

		[bookmark: 02]２ 　立法趣旨 

		
			　この法律は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
		

		サービサー制度に関する問合せ先

		
			〒１００－８９７７　東京都千代田区霞が関１丁目１番１号

法務省大臣官房司法法制部　審査監督課

電話　０３（３５８０）４１１１

内線　５９１４～５９１７

		

		
				大臣官房フロントページへ
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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。



※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。
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